
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度分  

芦北町準要保護児童生徒就学援助の申請について 

この制度は、芦北町準要保護児童生徒就学援助費交付要綱（平成２２年教育委員会告示第８号）に基づき、

経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対して、予算の範囲内で就学に必要な費用を支給し、

義務教育の円滑な実施に資することを目的としています。 

 

対象者・審査方法 

■ 町立小中学校に通学する児童生徒の保護

者で、生活保護法に規定する要保護者に

準ずる程度に生活が困窮していると認め

られる人 

 

■ 審査は、「特別支援学校への就学奨励に関

する法律施行令（昭和２９年政令第１５７

号）第２条に規定する測定方法を用いて審

査を行います。世帯構成、年齢、所得状況

等により、収入額の算定及び需要額を決

定し、収入額が需要額を超える場合は不認

定となります。 

 

■ 生活保護や特別支援教育就学奨励費との

併給はできません。 

 

■ 認定・不認定の審査結果は、令和８年２月

下旬に申請者に通知します。 

 

申請方法 

■ 提出物 ① 収入額・需要額調書(表面) 

     ② 同意書(裏面)又は令和７年度所得課税証明書（個人毎） 

     ③ 新規又は口座変更の場合は通帳の写し 

■ 提出期限 令和 7年１０月１０日(金)まで 

■ 提出先  佐敷中学校 事務室まで 

・新規申請の方は、調書を配布しますので学校にお電話ください。 

・お子様を通じて提出をする場合は、提出漏れを防ぐため、学校に 

連絡をしてください。 

・小学校新１年生分は学校ではなく、教育委員会に提出してください。 

対象となる費目 

・学用品費（全学年） 

・新入学児童生徒学用品費等（新１学年） 

・通学用品費（新１学年を除く） 

・校外活動費（実施学年） 

・卒業アルバム（小６、中３） 

・修学旅行費（小６、中２） 

・給食費（全学年） ※関係機関に直接払 

 

※ 詳細は裏面をご覧ください。 

★ 注意事項  

（１） 提出期限を過ぎた追加認定は「生活保護の停止（廃止）、転入、離婚、災害等」を除き認められません。 

審査を希望する方は、提出期限日までに必ず提出してください。 

（２） 税の申告が済んでいない場合は、審査をすることができません。収入の有無に関わらず、申告をお願いしま

す。令和７年１月１日の住所が町外である場合は、所在していた市区町村の所得課税証明書を調書に添えて提

出してください。 

問い合わせ先  芦北町立佐敷中学校 担当：宮本  ☎０９６６－８２－２１０７（平日の 8：１５～1６：４5） 

芦北町教育課 学校教育係 ☎８７－１１７１ （平日の 8：30～17：15） 

            

（ 在学児童生徒用 ） 

審査を 

希望する方 



１ 対象となる費目及び支給額(令和７年度参考) 

費 目 

※年３回(前期・中期・後期)に分けて支給 

支給額（年額） 

小学校 中学校 

① 学用品費 １１，６３０円 ２２，７３０円 

② 通学用品費（⑦を受給していない人）  ２，２７０円  ２，２７０円 

③ 給食費 

※保護者口座に入金なし 

５１，０００円 ６１，０００円 

※就学援助対象者は給食費無償化対象外のため、就学援助費から直接関係機関に支払いを行ってい

ます。保護者負担はありません。 

 

費 目 

※ 対象者のみ随時支給 

支給限度額 

小学校 中学校 

④ 校外活動費(泊なし)  １，６００円   ２，３１０円 

⑤ 校外活動費（泊あり）  ３，６９０円   ６，２１０円 

⑥ 修学旅行費 ２２，６９０円 ６０，９１０円 

⑦ 新入学児童生徒学用品費等 ５７，０６０円 ６３，０００円 

⑧ 卒業アルバム代 １１，０００円  ８，８００円 

※転入等により、年度途中に認定された場合は、認定日以降の費目を対象とし、申請日から支給額を決定します。 

 

２ 収入額の算定及び需要額の決定について  

「特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令（昭和２９年政令第１５７号）第２条より 

収入額の算定 

 

 

世帯員で所得を得ている者が複数人いる場合は、個人毎に収入額を算出し、その合計額により保護者等の収入額とします。 

(A)=同一生計世帯の世帯全員の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額 

(B)=所得控除の対象として控除された雑損、社会保険料、生命保険料等の合計額 

需要額の決定 
ア） 同一生計世帯の世帯構成（住所、年齢等）に基づいて保護基準を用いて測定します。 

イ） 教育扶助基準額（基準額、教材代等）、生活扶助基準（居住に係る基準生活費等）、住宅扶助基準等を算出 

※ 調書内容及び所得状況等により算出するため、電話等によるお問い合わせの際に試算できるものではありません。該当するか不明の場合は申請により審査を受けることをお勧めいたします。 

（A）－（B） 

１２ 


